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令和３年度の研修事業への取り組み（予定）について 

 

令和３年度は、新型コロナ感染症の鎮静化が見られないことから、障害福祉事業に係る

研修事業についても、引き続き感染症対策をとりながら以下のように取り組んでいます。 

実施方法については、新型コロナ感染症対策本部「イベントの開催制限等」及び令和２

年５月１３日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した

相談支援従事者研修等の実施及び留意点について」に従い、感染症拡大防止対策を徹底し

て実施します。 

【実施形態】 

ア 講義 

  原則として、インターネットを活用したオンデマンド配信による。 

（視聴履歴が確認できる動画配信サイトにアクセスして、講義の動画を視聴する） 

イ 演習 

グループ討議が必要となる演習については、感染症対策を講じたうえ、開催次数 

（日程）の増により一日程当たりの規模を縮小し、参加者の間隔を確保する。 

ＺＯＯＭを利用した遠隔開催の実施に向けて、開催方法の検討を進める。 

 

１ 相談支援従事者研修 

（１）相談支援従事者初任者研修（講義２日、講義及び演習１日、演習４日） 

  ・講義      オンデマンド配信による遠隔開催 

配信日：令和３年８月２５日～８月２７日 

  ・講義及び演習   千葉市民会館を使用し、２回に分けて実施 

     令和３年９月６日・９日実施予定 

  ・演習       受講生を８日程に分けて、９月～１２月に実施予定 

                                                                                                                                

・申込状況等   申込者数：４２３名、受講決定数：４１３名 

 

（２）相談支援従事者現任研修（講義１日、演習３日） 

  ・講義    オンデマンド配信により遠隔化して実施予定 

         令和３年１２月頃実施予定 

  ・演習    受講生を６日程に分けて、１～２月に実施予定 

        ※他に、令和２年度に延期となった２日程の演習を実施 

         ４月１２～１４日、４月１９日～２６日 

         修了者 １２７名 
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（３）主任相談支援専門員研修（講義及び演習５日） 

・市町村からの推薦により受講者を選定（定員５４人） 

・令和４年２～３月に実施予定。 

 

 

２ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者相談支援従事者研修 

（１）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（講義３日、演習２日） 

  ・講義    オンデマンド配信により遠隔化して実施 

配信日：令和３年８月２４日～８月２６日 

  ・演習    受講生を１３日程に分けて、９～１２月に実施予定 

 

・申込状況等 申込者数：１，２０９名、受講決定数：７０４名 

 

（２）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者更新研修（講義及び演習１日） 

  ・受講生を１９日程に分けて、１１～３月に実施予定 

   会場（対面式）６日程、遠隔開催（ＺＯＯＭ）１３日程を見込む 

   ※令和２年度に受講決定後、中止となった方を優先 

 

 

３ その他の研修 

（１）スキルアップに関する研修 

ア 専門コース別研修 

    ・ 精神障害者支援（２日） 

    ・ 多機関連携（1日） 

    ・ 発達障害者支援（1日） 

    ・ 障害児支援（1日） 

    ・ 意思決定支援（１日） 

イ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修（4日） 

 

（２）精神障害者ピアサポート専門員養成研修 

 

 


